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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年４月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

                         

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年２月１日 ０５時００分ごろ 

発生場所 兵庫県たつの市岩見漁港南西方沖 

たつの市所在の岩見港東防波堤灯台から真方位２６５°３００ｍ 

付近 

（概位 北緯３４°４６.８′ 東経１３４°３１.６′） 

事故調査の経過  平成２５年２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 長福
ちょうふく

丸、４.９トン 

ＨＧ３－４３３１７（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９０ｍ（Lr）×２.９６ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、平成１３年３月１６日  

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録 日 平成４年１２月９日 

 免許証交付日 平成２４年８月１９日 

        （平成２９年１２月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 バルバスバウが破損、プロペラシャフト及びプロペラ翼が曲損 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２５年２月１日０４時０５分

ごろ兵庫県姫路市坊勢
ぼ う ぜ

漁港西ノ浦地区を出港し、水揚げのため、岩見

漁港に向かい、船長が、操舵室右舷側の操縦席で椅子に腰を掛けて操

船に当たり、航海灯を表示し、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動

させ、約７.０ノットの対地速力で自動操舵により航行した。 

船長は、岩見漁港沖防波堤（以下「沖防波堤」という。）の西端付

近に設置された簡易標識灯と左舷前方の陸岸との間に向けて北北西進

し、０４時５９分過ぎ、沖防波堤の南方に差し掛かった頃、港内操船

に備えて椅子から離れ、自動操舵から遠隔手動操舵に切り換えたの

ち、遠隔管制器を手に持って操舵室左舷側に設置されたレーダー及び

ＧＰＳプロッターの画面を明るくするために輝度調整を始めた。 

船長は、レーダー及びＧＰＳプロッターの画面を見ながら輝度調整



- 2 - 

を行っており、本船が、遠隔管制器の舵角指示つまみが左に少し回っ

て左に回頭しながら、岩見漁港南西方沖の岩場に向けて航行している

ことに気付かなかった。 

本船は、０５時００分ごろ岩見港東防波堤灯台から真方位２６５°

３００ｍ付近の岩場に乗り揚げた。 

船長は、損傷状況を確認し、浸水がなかったので自力離礁を試みた

が、自力離礁ができず、本事故の目撃者によって海上保安庁へ１１８

番通報された。 

本船は、１０時００分ごろ僚船により引き出され、えい
．．

航されて坊

勢漁港長井地区に入港した。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約７０cm  

日出時刻：０６時５８分ごろ 

 その他の事項 

 

本船の喫水は、船首約０.３ｍ及び船尾約１.６ｍであった。 

沖防波堤は、長さが約１７０ｍであり、東西方向に築造され、東端

及び西端にそれぞれ簡易標識灯が設置されており、西端の簡易標識灯

の灯質が単閃赤光の毎４秒に１閃であった。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、岩見漁港南方沖を北北西進中、船長が、自動操舵から遠隔

手動操舵に切り換えた際、遠隔管制器の舵角指示つまみが左に回って

おり、舵が左に取られた状態となって左に回頭を始めたものの、レー

ダー及びＧＰＳプロッター画面の輝度調整に注意を向け、見張りを適

切に行っていなかったことから、左に回頭しながら岩見漁港南西方沖

の岩場に向かって航行していることに気付かず、同岩場に乗り揚げた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、岩見漁港南方沖を北北西進中、船長が、

自動操舵から遠隔手動操舵に切り換えた際、遠隔管制器の舵角指示つ

まみが左に回っており、舵が左に取られた状態となって左に回頭を始

めたものの、レーダー及びＧＰＳプロッター画面の輝度調整に注意を

向け、見張りを適切に行っていなかったため、左に回頭しながら岩見

漁港南西方沖の岩場に向かって航行していることに気付かず、同岩場

に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・自動操舵から遠隔手動操舵に切り換えたときには、舵角指示つま

みが中央の位置にあることを確認すること。 

・レーダーなどの航海計器の調整は、短時間で行うか、操船に余裕
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がある海域で行うこと。 

 




